
 

平成23年11月７日（通算第15３号） 

問い合わせ先長野県庁 

園芸畜産課 電話 026-235-7232 

 

 

 

  中国と台湾で口蹄疫の発生が報告されています。飼養衛生管理基

準の遵守等、農場での口蹄疫予防対策の再確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジアで口蹄疫の発生が続いています。 

＜台湾＞ 2011年7月26日以来 

・発生日  2011 年 10 月 19 日 

・発生場所 雲林県二崙郷 

・患畜   豚 

・対応   隔離、殺処分なし 

＜中国＞ 全土で発生中 

・発生日  2011 年 10 月 16 日 

・発生場所 寧夏回族自治区 

・患畜   牛、羊、山羊 

・対応   全頭殺処分(合計 682 頭) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐久 0267-62----4123 飯田 0265-53-0439 

 上田支所 0268-23-1630 松本 0263-47-3223 

伊那 0265-72-2782 長野 026-226-0923 

県庁園芸畜産課 026-235-7232   

・農場に入る際に、靴や持ち込む物の消毒を徹底しましょう。 

・外部からの人や車をなるべく農場に入れないようにしましょう。 

・従業員の方も含めて、口蹄疫が発生している国への渡航は、できる限り

控えましょう。 

・口蹄疫を広げないためには、早期発見が重要なポイントです。 

毎日、必ず家畜を観察して、異状がある場合には、すぐに獣医師や家畜

保健衛生所に連絡しましょう。 

農場における口蹄疫予防対策 

飼養衛生管理基準など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。 


